
質  問  書
※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。（PDF 等のフォーマットへ変換しないでください）

2022 年 7 月 4 日

「コートジボワール国養殖魚バリューチェーン開発を 通じた内水面養殖再興計画プロジェクト」

（公示日：2022 年 6 月 22 日／調達管理番号：22a00237）について、質問と回答は以下の通りです。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 P18 第 8 条 報告書等 （４）議事

録等

業務従事者が取りまとめる議事録は業務範囲

内だけでよろしいでしょうか。

業務範囲内(各報告書に関する先方政府との協

議概要、JICA が開催するワークショップ、セミナ

ー、各種会議の議事概要）の議事録の取りまと

めへの協力も想定しています。

2 P22 （４）対象国の便宜供与 コンサルタントが使用する車両は一般業務費に

計上すればよろしいでしょうか。もしくはプロジェ

クト車両を使用できますでしょうか。プロジェクト

車両を使用できるということであれば、使用可

能開始時期及び台数をご教示頂けますでしょう

か。また、運転手の人件費を計上する必要性の

有無についてもご指示願います。

全現地活動期間において、プロジェクト車両２台

を直営専門家と相談の上、使用ください。そのた

め、車両について一般業務費での計上は不要で

す。また、運転手の人件費の計上は、必要あり

ません。

事務機器等（コピー機等）は便宜供与していた

だけるとのことですが、紙やインクカートリッジな

どの事務消耗品は計上しなくてもよろしいでしょ

うか。

紙やインクカートリッジの計上は必要ありませ

ん。

3 P23 5.その他留意事項 2) 日当は逓減率の適用はありますでしょうか。 日当は逓減率が適用されます。

31 日目から は基準額の 90%、61 日目から

基準額の 80%が上限額となります。JICA HP 
にて「コンサルタント等契約における経理処理ガ



イドライン」コンサルタント等契約における経理処

理ガイドライン | 調達情報 | JICA について -
JICA を参照ください。

4 P13 （３）モニタリングシートと業

務進捗報告書の作成

P17 第８条 報告書等

P17 の「第８条 報告書等」の表にモニタリング

シートが含まれておりませんが、モニタリングシ

ートは「報告書等」に含まれる提出文書という認

識でよろしいでしょうか。

モニタリングシートは、最終的なとりまとめと提出

は直営専門家が実施します。最終化されたモニ

タリングシートは、報告書の添付資料に含めてく

ださい。

5

以 上


